
別記様式第2号（第10条関係）（令元公安規3・一部改正）第号認定書住所氏名年月日生上記の者は、放置車両の確認等に関し道路交通法第51条の13第1項第1号イに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有する者と認定する。年月日公安委員会備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  


